
 

 

 

 

 

 

（回 答） 

耐震設計における荷重の組合せについては別添Ⅰ1.5.2耐震設計 (4)荷重の組合せと許容限界（Ｐ9～（ＰＤＦ16

～））に記載しており，Ｐ10（ＰＤＦ17）に荷重の種類と組合せについて記載している。 

受入れ区域天井クレーンの自重については，ｂ．荷重の種類（ｂ）機器・配管系の「イ．常時作用している荷重，

すなわち死荷重」に該当する。 

また，荷重の組合せについては，受入れ区域天井クレーンはＢクラスの設計とし，かつ，基準地震動ＳＳによる地

震力に対して，基本的安全機能を損なわない設計としているため，ｃ．荷重の組合せに記載のイ．Ｓクラスのうち

の(ロ)及びロ．Ｂクラスが該当する。 

なお，耐震設計の荷重の組合せの記載については事業許可と同様である。 

別添Ⅰ1.5.2耐震設計に則り受入れ区域天井クレーンの耐震評価を実施しており，「添付5-5-1 受入れ区域天井

クレーンの耐震性に関する計算書」においてキャスク取り扱い時の状態で作用する荷重として常時作用している荷

重（クレーン自重）とクレーンの定格荷重を組合せて評価を実施している。 

クレーンの定格荷重が金属キャスクの重量を考慮している説明については，「添付 17-2 設備記載事項の設定根

拠に関する説明書（使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備））」のＰ2（ＰＤＦ2647）に記載している。 

 

以上 
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別添Ⅰ2.2及び添付11-1P2(PDF2567)において，事業変更許可添付6-119及び同添付8-14，15に

ある「受入れ区域天井クレーンは，自重，地震荷重及び吊荷荷重の適切な組合せを考慮しても強

度上耐え得る設計とする」という記載が見当たらず，また，その設計が申請書で担保されている

のかが分からない。説明すること。その際は，自重，地震荷重及び吊荷荷重の適切な組合せにキ

ャスクの総重量を考慮した説明とすること。 


